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意見案第 7号 
 

遺伝子組みかえ作物の非承認と遺伝子組みかえ食品の表示義務化を求める意見書 
 
遺伝子組みかえ食品は、その表示義務の対象がごく一部に限られているため、消費者が選

択できない状態で流通しており、米国での「スターリンク」混入食品のリコール事件や国

内未承認バレイショのスナック菓子への相次ぐ混入事故等で、国民の不安は高まっている。 
こうした中、遺伝子組みかえ稲の開発が進められており、その実験栽培が国内において既

に始まっている。これらが食品や飼料として承認され、流通が開始されれば、国民の不安

はさらに高まることが懸念される。 
したがって、国民の主食であり、日本の農業のかなめとして大切な作物である稲を初めと

する作物を守り、また、消費者の不安を払拭する必要がある。 
よって、次の事項について強く要望する。 

記 
1. 多くの消費者が不安を抱えている中にあっては、食品や飼料としての稲などを初めと
する遺伝子組みかえ作物を承認しないこと。 

2. 消費者の選択する権利を保障するため、遺伝子組みかえ作物を原料とするすべての食
品について表示を義務化すること。 

 
以上、地方自治法第 99条の規定により提出する。 
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